
 

東京都会計基準委員会設置要綱 

 

平成 1８年３月３１日 

１７出会第７７２号 

改正 平成１９年３月３０日  １８出会第７６９号 

改正 平成２０年３月３１日 １９会管会第８３４号 

改正 平成２４年４月２３日 ２４会管会第 ５８号 

改正 平成３０年３月２０日 ２９会管会第８４２号 

改正 令和 ５年１月２３日  ４会管会第７４５号 

 

（設置） 

第１条 東京都会計基準の継続的な見直しその他複式簿記・発生主義による会

計手法に係る検討を行うため、東京都会計基準委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 委員会の委員は、会計制度に関する見識を有する者の中から会計管理

局長（以下「局長」という。）が任命する。 

２ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任することを妨げない。 

３ 委員会には委員長及び副委員長を置く。 

４ 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指

名する。 

５ 委員長は、委員会を代表し、会務を主宰する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、そ

の職務を代理する。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、各委員は局長に意見

を表明する。 

一 東京都会計基準等の見直し 

二 財務諸表を用いた決算の分析手法等 

  三 効果的な決算情報の説明の方法等 

四 その他会計制度に関する必要な事項 

 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めること

ができる。 



 

 

（検討部会） 

第５条 委員会は、必要に応じ、検討部会を設けることができる。 

２ 検討部会は、委員長が定める事項について検討する。 

３ 委員長は、委員を指名して検討部会に参加させ、助言を行わせることがで

きる。 

４ 検討部会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、会計管理局管理部会計企画課において処理する。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、平成２４年４月２３日から施行する。 

 

附 則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

  附 則  

この要綱は、令和 ５年２月１日から施行する。 

 


